
○写  

前橋市教育委員会告示第７号 

 

 前橋市教育委員会４月定例会を次のとおり招集します。 

  平成２８年４月１４日 

 

                     前橋市教育委員会 

                      委員長 村 山 昌 暢      

 

記 

１ 日  時  平成２８年４月１９日（火） 午後３時００分 

２ 場  所  市役所１１階南会議室 

３ 付議事件 

(1) 報告第２号 職員の人事異動（課長級以上）の臨時代理について 

(2) 報告第３号 前橋市情報公開条例の施行に関する前橋市教育委員会規則及び

前橋市個人情報保護条例の施行に関する前橋市教育委員会規則

の改正の臨時代理について 

(3) 報告第４号 前橋市立学校の授業料等に関する条例の改正に係る専決処分書

の作成に対し意見を付すことについての臨時代理について 



平成２８年４月定例教育委員会提出事項  
 

１ 教育長報告 

(1) 職員の人事異動（課長補佐級以下）の専決について    （ 総 務 課 ） 

(2) 平成２８年度教育委員会事務の点検及び評価について   （ 総 務 課 ） 

(3) 平成２８年度学校施設等整備について          （教育施設課） 

(4) 教職員の人事異動の概要について            （学校教育課 ） 

 

２ 提出議案 
 

議案番号 件      名 所 管 課 

報告２ 

 

 

報告３ 

 

 

 

 

報告４ 

 

 

職員の人事異動（課長級以上）の臨時代理につ

いて  
 
前橋市情報公開条例の施行に関する前橋市教育

委員会規則及び前橋市個人情報保護条例の施行

に関する前橋市教育委員会規則の改正の臨時代

理について  
 
前橋市立学校の授業料等に関する条例の改正に

係る専決処分書の作成に対し意見を付すことに

ついての臨時代理について  

総 務 課 

 

 

総 務 課 

 

 

 

 

総合教育プラザ 

 

３ その他  
(1) 行事について                     （ 総 務 課 ） 

(2) 平成２８年度学校施設の工事概要について        （教育施設課） 

(3) 平成２７年度第４回前橋市社会教育委員会議の開催結果について 

                             （生涯学習課） 

(4) 平成２７年度前橋高等学校卒業生進路状況について    （前橋高等学校） 

(5) 前橋市立図書館雑誌スポンサー制度（定期申込）の審査結果について 

                             （ 図 書 館 ） 

(6) 前橋市立図書館開館１００周年記念「まえばし図書館フェスタ」開催につい

て                           （ 図 書 館 ） 

(7) 「たいせつなあなたのためのブックキャンペーン（自殺予防啓発キャンペー

ン）」の結果報告について                （ 図 書 館 ） 



議 事 日 程 第 １ 号 

 

前橋市教育委員会４月定例会  

平成２８年４月１９日（火）  

午後３時００分開議      

 

第１ 会期の決定 

 

第２ 会議録署名委員の指名 

 

第３ 教育長提出の諸報告 

(1) 職員の人事異動（課長補佐級以下）の専決について 

(2) 平成２８年度教育委員会事務の点検及び評価について 

(3) 平成２８年度学校施設等整備について 

(4) 教職員の人事異動の概要について 

 

第４ 教育長提出議案の付議 

(1) 報告第２号 職員の人事異動（課長級以上）の臨時代理について 

(2) 報告第３号 前橋市情報公開条例の施行に関する前橋市教育委員会規則及び

前橋市個人情報保護条例の施行に関する前橋市教育委員会規則

の改正の臨時代理について 

(3) 報告第４号 前橋市立学校の授業料等に関する条例の改正に係る専決処分書

の作成に対し意見を付すことについての臨時代理について 

 

第５ そ の 他 

(1) 行事について 

(2) 平成２８年度学校施設の工事概要について 

(3) 平成２７年度第４回前橋市社会教育委員会議の開催結果について 

(4) 平成２７年度前橋高等学校卒業生進路状況について 

(5) 前橋市立図書館雑誌スポンサー制度（定期申込）の審査結果について 

(6) 前橋市立図書館開館１００周年記念「まえばし図書館フェスタ」開催につい

て 

(7) 「たいせつなあなたのためのブックキャンペーン（自殺予防啓発キャンペー

ン）」の結果報告について 

 



職員の人事異動（課長補佐級以下）の専決について 

 

 平成２８年４月１日付け職員の人事異動（課長補佐級以下）について、前橋市教育

委員会教育長に対する事務委任規則（昭和５２年前橋市教育委員会規則第１１号）第

６条第１項の規定により、下記のとおり専決したので、同条第２項の規定に基づき、

報告する。 

 

  平成２８年４月１９日提出 

 

                        前橋市教育委員会 

                         教育長 佐 藤 博 之   

 

記 

１ 異動 ６１人 

 (1) 課長補佐級      １３人 

 (2) 係長級        １５人 

 (3) 主査、主任、主事級  １１人 

 (4) 業務吏員       ２２人 

 

２ 新規採用 １１人（うち割愛採用者７人） 

 

３ 合計 ７２人 

 

 

 ※ 名簿は、添付省略 
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教育委員会事務の点検・評価について（実施要領） 

 

前橋市教育委員会   

 

１ 点検・評価の趣旨 

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を

行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければな

らない（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」という。）第２６条）とされ

ていることから、前橋市教育委員会では、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民へ

の説明責任を果たしていくため、教育委員会の点検及び評価を行う。 

 

２ 具体的な取り組みの考え方 

点検・評価の対象は、前年度の教育委員会の活動及び前年度の教育行政方針に基づき実施を

した主な施策や事業とする。また、点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を

有する者の知見の活用を図ること（法第２６条第２項）とされていることから、点検・評価の

客観性を確保するため、点検・評価の結果に対して学識経験者から意見を聴取する。 

 

３ 本市における今年度の点検・評価の取り組み 

(1) 点検・評価の対象 

平成２７年度の教育委員会の活動及び「平成２７年度教育行政方針」に位置付けられた事

業を基本に点検・評価を行う。 

(2) 点検・評価の方法 

「教育委員会事務点検及び評価委員会」を設置し、各課が作成した点検・評価シート並びに

評価根拠資料等により、客観的な観点から点検・評価を行う。 

(3) 学識経験者について 

点検及び評価を行うに当たり、学校教育分野１名、社会教育分野２名の計３名の学識経験

者から意見を聴取する。 

(4) 平成２８年度のスケジュール（案） 
 
 

各
課 

総
務
課
等 

 

 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

と
り
ま
と
め 

各課の点検評価 

点検評価シートの作成 

 

議
会
へ
の
報
告
及
び
公
表 

 

８
月
定
例
教
育
委
員
会
で
議
決 

 

各
課
ヒ
ア
リ
ン
グ 

 

第
１
回
点
検
評
価
委
員
会 

 

教
育
委
員
会
協
議
会
で
協
議 

 

第
２
回
点
検
評
価
委
員
会 
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平成２７年度末教職員人事の概要について 

 

１ 県費負担教職員の異動総件数 ４３４件（４７０件）                              【学校教育課】 

※（  ）内は平成２６年度末の件数 

 

２ 退職 

（１）退職状況（義務教育学校関係のみ。形式退職は除く） 

 校 長 教 頭 教 諭 養 護 栄 養 事 務 合 計 

定 年 13(16) 1( 1) 26(25) 1( 2) 0( 0) 2( 2) 43(46) 

勧 奨 1( 1) 0( 1) 21(16) 0( 0) 0( 0) 0( 0)  22(18) 

一 般 0( 0) 0( 0) 6( 5) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 6( 5) 

合 計 14(17) 1( 2) 53(46) 1( 2) 0( 0) 2( 2) 71(69) 

（２）近年の年度ごとの退職者数 

 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22 平23 平24 平25 平26 平27 

人数 ５０ ４５ ３７ ４７ ５５ ６６ ７０ ５８ ７１ ７４ ６９ ７１ 

 

３ 管理職人事 

（１）校長 

①校長の異動の状況                                                           ※校長平均年齢  

 新 任 転 任 転 補 再 任 合 計 小学校 56.6 

(57.2) 

中学校 56.8 

(56.3) 

全 体  56.7 

小学校 ９（９） ３（３） ６（９） ３（２） 21（23） 

中学校 ４（４） ０（２） ４（２） ０（０） ８（８） 

特支学校 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） 

合 計 13（13） ３（５） 10（11） ３（２） 29（31） 

※女性校長 12名-17.4% (15 名-20.0%)                                                (56.8) 

②新任校長の年齢構成と平均年齢 

年齢 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 平 均 合 計 

校 

長 

２７末  １ ４ ４  ２ １  １   54.5 １３人 

２６末 ４ ２ ２ １ １   ２  １  55.2 １３人 

２５末  ３ １ １ ２ ２  １      54.7  １０人 

２４末 １ ４ ５ ４ １ ２ １       55.4  １８人 

（２）副校長 

①副校長の異動状況 

 新 任 転 任 転 補 再 任 合 計 

小学校 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） 

中学校 １（０） ０（０） ０（０） ０（０） １（０） 

養護学校 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） 

合 計 １（０） ０（０） ０（０） ０（０） １（０） 

※女性副校長 ０名-０% (０名-０%) 

②新任副校長の年齢構成と平均年齢 

年齢 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 平 均 合 計 

副
校
長 

２７末        １    51.0 １人 

２６末     １       54.0 １人 

２５末     １       54.0 １人 

２４末             ０人 
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（３）教頭 

①教頭の異動の状況                                                           ※教頭平均年齢  

 新 任 転 任 転 補 再 任 合 計 小学校 53.5 

(52.9) 

中学校 53.4 

(52.7) 

全 体 53.5 

小学校 ８（８） １（４） ９（９） ０（０）  １８（２１） 

中学校 ５（６） ０（３） ５（４） ０（０）  １０（１２） 

養護学校 ０（１） ０（０） ０（０） ０（０）    ０（  １） 

合 計 １３（15） １（７） １４（13） ０（０）  ２８（３５） 

※女性教頭１２名-17.4% (１０名-14.1%)                                              (52.8) 

②新任教頭の年齢構成と平均年齢 

年齢 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 平 均 合 計 

教 

頭 

２７末 １  ２  ４ １ ２ ２ １   51.5 １３人 

２６末 １ ２ １ １ １ １ ４ １ １ １ １ 54.0 １５人 

２５末 １ ２ ２ ２ ２  １ ２ １ ３  51.2 １６人 

２４末 １ ０ ３ ２ ７ ２ ０ １ ３ １ １ 51.2 ２１人 

（４）女性管理職の人数と割合 

 ２２末 ２３末 ２４末 ２５末 ２６末 ２７末 

校 長 １０(13.9%) ７(9.9%) １１(15.5%) １５(21.1%) １５(20.0%) １２(17.4%) 

副校長 － － － ０(0.0%) ０(0.0%) ０(0.0%) 

教 頭 １３(18.1%) １２(16.7%) １２(16.7%) ６(8.3%) １０(14.1%) １２(17.4%) 
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４ 教諭の転補・転任・採用 

（１）教諭異動の状況 

 小学校 中学校 特支学校 合計 

退  職 ４９ ３０ １ ８０（６１） 

転  任 ２８ ３５ １ ６４（７９） 

転  補 ６７ ３９ ６ １１２（１２８） 

採  用 ６ ４ ３ １３（１４） 

新  採 ２９ １９ ０ ４８（４８） 

再 任 用 ６ １０ １ １７（ ９） 

合  計 １８５ １３７ １２ ３３４（３３９） 

※退職には形式退職者も含める。 

（２）小学校と中学校の交流 

 中学校から小学校へ 小学校から中学校へ 合計 

校 長 ３ １ ４ 

教 頭 １ ２ ３ 

教 諭 １４ ２２ ３６ 

三 職 ３ ３ ６ 

合 計 ２１ ２８ ４９ 

（３）異動希望表明 

 小学校 中学校 養護学校 合計 

申請者 ５ ８ ０ １３ 

成立者 ２ ０ ０ ２ 

 

５ 三職の転補・転任・採用 

 養護 事務 栄養職員・教諭 合計 

退  職 ３（ ３） ３（ ４） ０（ ０） ６（ ７） 

転  任 ５（ ５） ６（１１） １（ ２） １２（１８） 

転  補 ５（ ６） ８（ ８） １（ ４） １４（１８） 

採  用 ２（ ０） ２（ １） ０（ ０） ４（ １） 

新  採 １（ １） １（ ０） ０（ ０） ２（ １） 

再 任 用 ０（ ０） １（ ０） ０（ ０） １（ ０） 

合  計 １６（１５） ２１（２４） ２（ ６） ３９（４５） 

※退職には形式退職者も含める。 

 

６ 新規採用教職員 

 小学校 中学校 特支学校 合計 

教  諭 ２９（２９） １９（１９） ０（０） ４８（４５） 

養護教諭 １（ １） ０（ ０） ０（０） １（ １） 

栄養職員 ０（ ０） ０（ ０） ０（０） ０（ ０） 

事務職員 １（ ０） ０（ ０） ０（０） １（ ０） 

合 計 ３１（３０） １９（１９） ０（０） ５０（４９） 
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７ 市立前橋高校 

 校長 教頭 教諭 養護教諭 合計 

退職（実質退職） ０（１） ０（０） ０（０） ０（０） ０（１） 

転出（形式退職） ０（０） １（０） ６（６） １（０） ８（６） 

転入（形式採用） ０（０） １（０） ６（５） １（０） ８（５） 

昇任 ０（１） ０（０） ０（０） ０（０） ０（１） 

新採用 ０（０） ０（０） １（０） ０（０） １（０） 

※置籍の指導主事の異動は含まない。 

 

８ 市立幼稚園 

 園長 教頭 教諭 合計 

退職（実質退職） ０（０） ０（１） ０（０） ０（１） 

転出（形式退職） ０（０） ０（１） １（２） １（３） 

嘱託任期満了 ２（０） ０（０） ０（０） ２（１） 

転補 ０（０） ０（０） ０（４） ０（４） 

昇任 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） 

転入（形式採用） ０（０） ０（２） ０（０） ０（２） 

嘱託任用 ４（４） ０（０） ０（０） ４（４） 

 

９ 本市学校・幼稚園（市立前橋は除く）の教職員の年齢分布（管理職や再任用者を含む本務者） 
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報告第２号 

 

職員の人事異動（課長級以上）の臨時代理について 

 

 平成２８年４月１日付け職員の人事異動（課長級以上）については、特に緊急を要

し、教育委員会を招集する時間的余裕がないため、前橋市教育委員会教育長に対する

事務委任規則（昭和５２年前橋市教育委員会規則第１１号）第５条第１項の規定によ

り、下記のとおり臨時代理したので、同条第２項の規定に基づき、報告し、承認を求

める。 

 

  平成２８年４月１９日提出 

                        前橋市教育委員会 

                         教育長 佐 藤 博 之   

 

記 
 

所  属 区 分 職 氏   名 
転 出 入 先 

備  考 
所  属 職 

文化財保護課 
転入者 副参事 田中 隆夫 大胡支所地域振興課 副参事  

転出者 ― ― ― ―  

学 校 教 育 課 
転入者 課 長 林  恭祐 箱 田 中 学 校 校長 割愛採用 

転出者 課 長 大井 利之 桂 萱 小 学 校 校長 割愛退職 

生 涯 学 習 課 
転入者 参 事 小﨑 昭一 ご み 減 量 課 課長 異動昇任 

転出者 参 事 石倉 米一 ― ― 定年退職 

生 涯 学 習 課 
転入者 ― ― ― ― ― 

転出者 副参事 根岸  努 群馬県後期高齢者医療広域連合派遣  課長 異動昇任 

生 涯 学 習 課 
転入者 副参事 栗木 佳香 生 涯 学 習 課 課長補佐 昇 任 

転出者 ― ― ― ― ― 

粕 川 公 民 館 
転入者 副参事 立川 一彦 粕川支所市民サービス課  課長 異動昇任 

転出者 ― ― ― ― ― 

青 少 年 課 
転入者 課 長 時澤 秀明 南 橘 中 学 校 校長 割愛採用 

転出者 課 長 山口 和良 桃 井 小 学 校 校長 割愛退職 
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報告第３号 

 

   前橋市情報公開条例の施行に関する前橋市教育委員会規則及び前橋市個人   

   情報保護条例の施行に関する前橋市教育委員会規則の改正の臨時代理につ   

   いて 

 

 前橋市情報公開条例の施行に関する前橋市教育委員会規則及び前橋市個人情報保護

条例の施行に関する前橋市教育委員会規則の改正については、特に緊急を要し、教育

委員会を招集する時間的余裕がないため、前橋市教育委員会教育長に対する事務委任

規則（昭和５２年前橋市教育委員会規則第１１号）第５条第１項の規定により、次の

とおり臨時代理したので、同条第２項の規定に基づき、報告し、承認を求める。 

 

  平成２８年４月１９日提出 

                        前橋市教育委員会 

                         教育長 佐 藤 博 之   
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 前橋市情報公開条例の施行に関する前橋市教育委員会規則及び前橋市個人情報保護

条例の施行に関する前橋市教育委員会規則の一部を改正する規則を次のとおり公布し

ます。 

  平成２８年３月２９日 

 

                        前橋市教育委員会代理    

                         教育長 佐 藤 博 之   

 

 

 

前橋市教育委員会規則第５号 

 

   前橋市情報公開条例の施行に関する前橋市教育委員会規則及び前橋市個人   

   情報保護条例の施行に関する前橋市教育委員会規則の一部を改正する規則 

 

 （前橋市情報公開条例の施行に関する前橋市教育委員会規則の一部改正） 

第１条 前橋市情報公開条例の施行に関する前橋市教育委員会規則（平成１０年前橋

市教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「第１２条第２項」を「第１２条第３項」に改め、同条第３項

中「第１２条第３項」を「第１２条第４項」に改める。 

 （前橋市個人情報保護条例の施行に関する前橋市教育委員会規則の一部改正） 

第２条 前橋市個人情報保護条例の施行に関する前橋市教育委員会規則（平成１０年

前橋市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第２項中「第２３条第２項」を「第２３条第３項」に改め、同条第３

項中「第２３条第３項」を「第２３条第４項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 
-11-



   前橋市情報公開条例の施行に関する前橋市教育委員会規則及び前橋市個人 

   情報保護条例の施行に関する前橋市教育委員会規則の改正について（報告 

   第３号） 

 

                                  総務課  

 

１ 改正の理由 

  行政不服審査法の改正に伴い、関係する規則について所要の改正を行う。 

 

 

２ 内容 

  前橋市情報公開条例及び前橋市個人情報保護条例の引用条項を改めることに伴い

規定の整備を行う。 

 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 
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前橋市情報公開条例の施行に関する前橋市教育委員会規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

(情報公開審査諮問書等) (情報公開審査諮問書等) 

第6条 省略 第6条 省略 

2 条例第12条第3項の書面は、審査会諮問通知書

とする。 

2 条例第12条第2項の書面は、審査会諮問通知書と

する。 

3 教育委員会は、条例第12条第4項の規定による

裁決をしたときは、遅滞なく裁決書謄本送付書

により、当該審査請求人に裁決書の謄本を送付

するものとする。 

3 教育委員会は、条例第12条第3項の規定による裁

決をしたときは、遅滞なく裁決書謄本送付書によ

り、当該審査請求人に裁決書の謄本を送付するも

のとする。 

4 省略 4 省略 

 

前橋市個人情報保護条例の施行に関する前橋市教育委員会規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

(個人情報保護審査諮問書等) (個人情報保護審査諮問書等) 

第11条 省略 第11条 省略 

2 条例第23条第3項の書面は、審査会諮問通知書

とする。 

2 条例第23条第2項の書面は、審査会諮問通知書と

する。 

3 教育委員会は、条例第23条第4項の規定による

決定をしたときは、遅滞なく決定書謄本送付書

により、当該不服申立人に決定書の謄本を送付

するものとする。 

3 教育委員会は、条例第23条第3項の規定による裁

決をしたときは、遅滞なく裁決書謄本送付書によ

り、当該審査請求人に裁決書の謄本を送付するも

のとする。 

4 省略 4 省略 
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報告第４号 

 

   前橋市立学校の授業料等に関する条例の改正に係る専決処分書の作成に対   

   し意見を付すことについての臨時代理について 

 

 前橋市立学校の授業料等に関する条例の改正に係る専決処分書の作成に対し、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定

により、教育委員会の意見を付すことについては、特に緊急を要し、教育委員会を招

集する時間的余裕がないため、前橋市教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和

５２年前橋市教育委員会規則第１１号）第５条第１項の規定により、次のとおり臨時

代理したので、同条第２項の規定に基づき、報告し、承認を求める。 

 

  平成２８年４月１９日提出 

                        前橋市教育委員会 

                         教育長 佐 藤 博 之   

 

記 

１ 専決処分する条例名 

  前橋市立学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例 

 

２ 教育委員会の意見 

  異議なし 
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専 決 処 分 書 

 

   前橋市保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例及び前橋市立学校の 

授業料等に関する条例の改正について 

 

 

   前橋市保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例及び前橋市立学校の 

授業料等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （前橋市保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例の一部改正） 

第１条 前橋市保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例（昭和３２年前橋市条

例第３４号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２注６及び７を次のように改める。 

  ６ 生計を一にする世帯から２人以上の児童が保育所に入所している場合（幼稚

園その他市長が定める施設に入所している場合を含む。）における２人目以後

の児童に係る保育料（延長保育及び一時預かり事業に係るものを除く。）の額

は、２人目の児童にあってはこの表の（ ）内の額とし、３人目以後の児童に

あっては０円とする。ただし、市町村民税の所得割の額が５７，７００円未満

の世帯で、特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第

２１３号）第１４条の２第１項に規定する特定被監護者等をいう。以下同

じ。）が２人以上いる場合における保育料の額は、第２子の児童にあってはこ

の表の（ ）内の額とし、第３子以後の児童にあっては０円とする。 

  ７ Ｂ階層、Ｃ階層又は市町村民税の所得割の額が７７，１０１円未満のＤ階層

と認定された世帯で、次の各号のいずれかに該当するものの保育料（延長保育

及び一時預かり事業に係るものを除く。）の額は、この表の規定にかかわら

ず、Ｂ階層と認定された世帯にあっては０円とし、Ｃ階層と認定された世帯に

あっては保育料の欄の上段の額から１，０００円を減じた額に１００分の４０

を乗じて得た額（その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額）（特定被監護者等が２人以上いる場合における第２子以後の児童に

あっては、０円）とし、市町村民税の所得割の額が７７，１０１円未満のＤ階

層と認定された世帯にあってはこの表の（ ）内の額（特定被監護者等が２人

以上いる場合における第２子以後の児童にあっては、０円）とする。 

   (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第１

項及び第２項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの
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世帯 

   (2) 次に掲げる者を有する世帯 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定める身

体障害者手帳の交付を受けた者 

イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に

定める療育手帳の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４

号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法（昭和３４

年法律第１４１号）に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 

   (3) 生活保護法による被保護世帯に準ずる程度に困窮していると市長が認めた

世帯 

 （前橋市立学校の授業料等に関する条例） 

第２条 前橋市立学校の授業料等に関する条例（昭和３５年前橋市条例第１２号）の

一部を次のように改正する。 

  別表注３及び４を次のように改める。 

  ３ 生計を一にする世帯から２人以上の児童が幼稚園に入園している場合（保育

所、小学校（第１学年から第３学年までに限る。）その他市長の定める施設に

入所又は在学している場合を含む。）における２人目以後の児童に係る保育料

の額は、２人目の児童にあってはこの表の（ ）内の額とし、３人目以後の児

童にあっては０円とする。ただし、第２階層又は第３階層と認定された世帯

で、特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３

号）第１４条の２第１項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。）が２

人以上いる場合における保育料の額は、第２子の児童にあってはこの表の

（ ）内の額とし、第３子以後の児童にあっては０円とする。 

  ４ 第２階層又は第３階層と認定された世帯で、次の各号のいずれかに該当する

ものの保育料の額は、この表の規定にかかわらず、第２階層と認定された世帯

にあっては０円とし、第３階層と認定された世帯にあっては保育料の欄の上段

の額から１，０００円を減じた額に１００分の４０を乗じて得た額（その額に

１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）（特定被監護者

等が２人以上いる場合における第２子以後の児童にあっては、０円）とする。 

   (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第１

項及び第２項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの

世帯 
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   (2) 次に掲げる者を有する世帯 

    ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定める身体

障害者手帳の交付を受けた者 

    イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に定

める療育手帳の交付を受けた者 

    ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

    エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）

に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法（昭和３４年法律

第１４１号）に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 

   (3) 生活保護法による被保護世帯に準ずる程度に困窮していると市長が認めた

世帯 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 上記のとおり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

  平成２８年３月３１日 

前橋市長 山 本   龍   
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   前橋市保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例及び前橋市立学校の 

授業料等に関する条例の改正について 

 

子育て施設課・総合教育プラザ  

 

１ 改正の理由 

  子ども・子育て支援法施行令等の改正に伴い、所要の改正を行う。 

 

 

２ 主な内容 

 (1) 年収約３６０万円未満相当の世帯の保育料の算定について、多子計算に係る年

齢制限を廃止する。 

 (2) 年収約３６０万円未満相当のひとり親世帯等の保育料の算定について、軽減措

置を拡充する。 

 

 

３ 施行期日 

  平成２８年４月１日 
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前橋市保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例新旧対照表(第1条関係) 

改 正 案 現   行 

別表第2(第7条関係) 別表第2(第7条関係) 

保育所保育料徴収金基準額表 保育所保育料徴収金基準額表 

表 省略 表 省略 
注 注 

1～5 省略 1～5 省略 

6 生計を一にする世帯から2人以上の児童

が保育所に入所している場合(幼稚園その

他市長が定める施設に入所している場合

を含む。)における2人目以後の児童に係る

保育料(延長保育及び一時預かり事業に係

るものを除く。)の額は、2人目の児童にあ

ってはこの表の( )内の額とし、3人目以

後の児童にあっては0円とする。ただし、

市町村民税の所得割の額が57,700円未満

の世帯で、特定被監護者等(子ども・子育

て支援法施行令(平成26年政令第213号)第

14条の2第1項に規定する特定被監護者等

をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合に

おける保育料の額は、第2子の児童にあっ

てはこの表の( )内の額とし、第3子以後

の児童にあっては0円とする。 

6 同一世帯から2人以上の児童が保育所に

入所している場合(幼稚園その他市長が定

める施設に入所している場合を含む。)に

おける2人目以後の児童に係る保育料(延

長保育及び一時預かり事業に係るものを

除く。)の額は、2人目の児童にあってはこ

の表の( )内の額とし、3人目以後の児童

にあっては0円とする。 

7 B階層、C階層又は市町村民税の所得割の

額が77,101円未満のD階層と認定された世

帯で、次の各号のいずれかに該当するもの

の保育料(延長保育及び一時預かり事業に

係るものを除く。)の額は、この表の規定

にかかわらず、B階層と認定された世帯に

あっては0円とし、C階層と認定された世帯

にあっては保育料の欄の上段の額から1,0

00円を減じた額に100分の40を乗じて得た

額(その額に100円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額)(特定被監護

者等が2人以上いる場合における第2子以

後の児童にあっては、0円)とし、市町村民

税の所得割の額が77,101円未満のD階層と

認定された世帯にあってはこの表の( )

内の額(特定被監護者等が2人以上いる場

合における第2子以後の児童にあっては、0

円)とする。 

7 B階層又はC階層と認定された世帯で、次

の各号のいずれかに該当するものの保育

料(延長保育及び一時預かり事業に係るも

のを除く。)の額は、この表の規定にかか

わらず、B階層と認定された世帯にあって

は0円とし、C階層と認定された世帯にあっ

てはこの表の階層区分ごとの保育料の欄

の上段の額から1,000円を減じた額(同一

世帯から2人以上の児童が保育所に入所し

ている場合(幼稚園その他市長が定める施

設に入所している場合を含む。)は、注6

の規定にかかわらず、2人目の児童につい

ては、この表の階層区分ごとの保育料の欄

の上段の額から1,000円を減じた額に100

分の40を乗じて得た額(その額に100円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額))とする。 

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭

和39年法律第129号)第6条第1項及び第2

項に規定する配偶者のない者で現に児

童を扶養しているものの世帯 

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭

和39年法律第129号)第6条第1項及び第2

項に規定する配偶者のない者で現に児

童を扶養しているものの世帯 

(2) 次に掲げる者を有する世帯 (2) 次に掲げる者を有する世帯 

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第

283号)第15条に定める身体障害者手

帳の交付を受けた者 

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第

283号)第15条に定める身体障害者手

帳の交付を受けた者 

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27

日厚生省発児第156号)に定める療育

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27

日厚生省発児第156号)に定める療育
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手帳の交付を受けた者 手帳の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律(昭和25年法律第123号)第45

条に定める精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律(昭和25年法律第123号)第45

条に定める精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律(昭和39年法律第134号)に定め

る特別児童扶養手当の支給対象児又

は国民年金法(昭和34年法律第141号)

に定める国民年金の障害基礎年金等

の受給者 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律(昭和39年法律第134号)に定め

る特別児童扶養手当の支給対象児又

は国民年金法(昭和34年法律第141号)

に定める国民年金の障害基礎年金等

の受給者 

(3) 生活保護法による被保護世帯に準ず

る程度に困窮していると市長が認めた

世帯 

(3) 生活保護法による被保護世帯に準ず

る程度に困窮していると市長が認めた

世帯 

8 省略 8 省略 

 

 

前橋市立学校の授業料等に関する条例新旧対照表(第2条関係) 

改 正 案 現   行 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

表 省略 表 省略 
注 注 

1～2 省略 1～2 省略 

3 生計を一にする世帯から2人以上の児童

が幼稚園に入園している場合(保育所、小

学校(第1学年から第3学年までに限る。)

その他市長の定める施設に入所又は在学

している場合を含む。)における2人目以後

の児童に係る保育料の額は、2人目の児童

にあってはこの表の( )内の額とし、3人

目以後の児童にあっては0円とする。ただ

し、第2階層又は第3階層と認定された世帯

で、特定被監護者等(子ども・子育て支援

法施行令(平成26年政令第213号)第14条の

2第1項に規定する特定被監護者等をいう。

以下同じ。)が2人以上いる場合における保

育料の額は、第2子の児童にあってはこの

表の( )内の額とし、第3子以後の児童に

あっては0円とする。 

3 同一世帯から2人以上の児童が幼稚園に

入園している場合(保育所、小学校(第1学

年から第3学年までに限る。)その他市長の

定める施設に入所又は在学している場合

を含む。注4において同じ。)における2人

目以後の児童に係る保育料の額は、2人目

の児童にあってはこの表の( )内の額と

し、3人目以後の児童にあっては0円とす

る。 

4 第2階層又は第3階層と認定された世帯

で、次の各号のいずれかに該当するものの

保育料の額は、この表の規定にかかわら

ず、第2階層と認定された世帯にあっては0

円とし、第3階層と認定された世帯にあっ

ては保育料の欄の上段の額から1,000円を

減じた額に100分の40を乗じて得た額(そ

の額に100円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額)(特定被監護者等

が2人以上いる場合における第2子以後の

児童にあっては、0円)とする。 

4 第2階層又は第3階層と認定された世帯

で、次の各号のいずれかに該当するものの

保育料の額は、この表の規定にかかわら

ず、第2階層と認定された世帯にあっては0

円とし、第3階層と認定された世帯にあっ

てはこの表の第3階層の保育料から1,000

円を減じた額(同一世帯から2人以上の児

童が幼稚園に入園している場合は、注3の

規定にかかわらず、2人目の児童について

は、この表の階層区分ごとの保育料の欄の

上段の額から1,000円を減じた額に100分

の40を乗じて得た額(その額に100円未満
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の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額))とする。 

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭

和39年法律第129号)第6条第1項及び第2

項に規定する配偶者のない者で現に児

童を扶養しているものの世帯 

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭

和39年法律第129号)第6条第1項及び第2

項に規定する配偶者のない者で現に児

童を扶養しているものの世帯 

(2) 次に掲げる者を有する世帯 (2) 次に掲げる者を有する世帯 

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第

283号)第15条に定める身体障害者手

帳の交付を受けた者 

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第

283号)第15条に定める身体障害者手

帳の交付を受けた者 

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27

日厚生省発児第156号)に定める療育

手帳の交付を受けた者 

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27

日厚生省発児第156号)に定める療育

手帳の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律(昭和25年法律第123号)第45

条に定める精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律(昭和25年法律第123号)第45

条に定める精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律(昭和39年法律第134号)に定め

る特別児童扶養手当の支給対象児又

は国民年金法(昭和34年法律第141号)

に定める国民年金の障害基礎年金等

の受給者 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律(昭和39年法律第134号)に定め

る特別児童扶養手当の支給対象児又

は国民年金法(昭和34年法律第141号)

に定める国民年金の障害基礎年金等

の受給者 

(3) 生活保護法による被保護世帯に準ず

る程度に困窮していると市長が認めた

世帯 

(3) 生活保護法による被保護世帯に準ず

る程度に困窮していると市長が認めた

世帯 

5 省略 5 省略 
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教育委員会５月行事予定表

日 曜 行　　　事　　　名 時　　間 場　　　　所 担当課

1 日 「こども春まつり」（1日、3～5日） 児童文化センター 青少年課

2 月

3 火 こどもの日フェスティバル　おはなし会 11:00 こども図書館 図書館

4 水 こどもの日フェスティバル　おはなし会 11:00 こども図書館 図書館

こども図書館員 10:00 こども図書館 図書館

こどもの日フェスティバル　紙芝居ライブ 11：00、14：00 こども図書館 図書館

6 金

7 土

8 日 阿久沢家住宅オープニングセレモニー 10:00～12:00 柏倉町６０１番地１ 文化財保護課

9 月 前橋市教職員全体研修会 14:25 ベイシア文化ホール 総合教育プラザ

10 火

11 水 市Ｐ連広報研修会 10:00～12:00 総合福祉会館 学校教育課

12 木

13 金 ブックスタートボランティア登録証交付式及び研修会 9:30
中央公民館視聴覚スタジ
オ

図書館

14 土 前橋ユネスコ協会総会 16:00～ 前橋テルサ 生涯学習課

15 日 市民の茶席 10：00～15：00 中央公民館3階ホワイエ 生涯学習課

16 月 移動音楽教室①（中）
10:30～11:30
14:00～15:00

ベイシア文化ホール 学校教育課

教育委員会５月定例会 15:00 １１階南会議室 総務課

中学生海外研修２次選考会 14:00～18:00 総合福祉会館 青少年課

18 水

生涯学習奨励員連絡協議会総会 13：00～ 中央公民館ホール 生涯学習課

遊び場指導員委嘱式・感謝状贈呈式・全体研修会 10:00～12:00 総合福祉会館 青少年課

幼保小連携地区ブロック全体会 15:30 総合福祉会館 総合教育プラザ

20 金

21 土

22 日 詩をきこう、詩であそぼう～子ども向け詩の朗読会 14:00 こども図書館 図書館

23 月 教育福祉常任委員会 13:00 第一委員会室

24 火 学校警察等連絡会議全体会 15:00～16:45 総合福祉会館 青少年課

第1回国際教育推進委員会 15:00～16:30 市庁舎会議室 青少年課

前橋市教育支援委員会　第１回全体会 13:30 総合教育プラザ６３研修室 総合教育プラザ

26 木 市Ｐ連定期総会・懇親会 16:00～20:00 前橋テルサ 学校教育課

27 金 群馬県公民館連合会総会 13：00～ 中央公民館3階ホール 生涯学習課

28 土 中学生海外研修結団式・第1回事前研修会 9:30～10:30 児童文化センター 青少年課

29 日

移動音楽教室②（中）
10:30～11:30
14:00～15:00

ベイシア文化ホール 学校教育課

青少年支援センター補導員総会 15:00～17:00 総合福祉会館 青少年課

31 火

月30

木5

水25

火17

木19
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教育委員会６月行事予定表

日 曜 行　　　事　　　名 時　　間 場　　　　所 担当課

1 水

2 木

第１回前橋市総合教育プラザ運営委員会 15:00～16:45 総合教育プラザ６３会議室ほか 総合教育プラザ

前橋市学校交通安全連絡協議会総会 13:30 総合福祉会館 学校教育課

市Ｐ連青パト講習会 18:30 総合福祉会館 学校教育課

4 土

5 日

6 月 前橋市読み聞かせグループ連絡協議会総会及び第１回研修会10:00 中央公民館501・502学習室図書館

7 火

8 水

教育現場視察 総務課

教育委員会６月定例会（予定） 14:00 １１階南会議室 総務課

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火 平成２８年第２回定例市議会（～３０日） 議場

15 水 市民の茶席 10：00～15：00 中央公民館3階ホワイエ 生涯学習課

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火 総括質問（１日目） 議場

22 水 総括質問（２日目） 議場

総括質問（３日目） 議場

移動音楽教室③（小）
10:30～11:30
14:00～15:00

ベイシア文化ホール 学校教育課

24 金

25 土

26 日

27 月 前橋市読み聞かせグループ連絡協議会　第２回研修会 10:00 前橋市芸術文化れんが蔵 図書館

28 火

29 水 第38回少年の主張前橋大会 13:00～17:00 総合福祉会館 青少年課

30 木

木9

金3

23 木
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平成２８年度学校施設の工事概要について 
 

教育施設課  

 

 

１ 第一中学校北校舎改築工事の概要について 

 

２ 桃井小学校校舎ほか改築工事の概要について 

 

３ 下川淵小学校校舎大規模改造工事の概要について 

 

４ 芳賀小学校校舎大規模改造工事の概要について 
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教育施設課 

 

１ 第一中学校北校舎改築工事の概要について 

 

１ 基本方針 

(1) 県都前橋の中学校としてふさわしい施設と機能を備えた学校とします。 

(2) 生徒の個性をのばす施設とします。 

(3) 環境やエコロジー（省エネ）に配慮した施設整備をします。 

(4) 生徒の活動の場としての快適で落ち着きのある施設とします。 

(5) 安全に配慮した施設とします。 

(6) 地域に開かれた施設とします。 

 

２ 敷地・工事概要 

(1) 敷地面積：２０，５１０㎡ 

(2) 中学校 ：鉄筋コンクリート造４階建 延べ面積５,９４４．８６㎡ 

所要室：普通教室（１２）、特別教室（９）、職員室、校長室、 

保健室、放送室、図書室、会議室、コンテナ室、便所、 

エレベーター、地域活動室ほか 

 

３ 施設等の特徴 

(1) 校舎の配置について 

   敷地の有効利用及び将来性を考慮し、４階建ての校舎を計画します。 

(2) 環境への配慮について 

    普通教室を南側に設け、採光と通風に配慮した計画とします。 

   屋上に太陽光発電装置を設置し、環境への学習効果を高めます。 

(3) 平面計画について 

施設の利用頻度を考慮し、１階に管理諸室、２・３階に普通教室、４階に特別

教室を計画します。 

また、各階にホールを設け、生徒の憩い・学習・交流の場として計画します。 

(4) 内装について 

   生徒が直接手を触れる廊下の壁などに、やわらかく温かみがあり調湿効果があ

る木材を使用します。 

 

４ 事業経緯、今後の計画等 

  平成２６年度    基本・実施設計 

  平成２７年度    仮設校舎設置、既設北校舎解体 

  平成２８、２９年度 新北校舎建設工事 

（平成２８年６月着工、平成２９年８月完成予定） 

  平成２９年度    新北校舎で授業開始 

            仮設校舎解体後、校庭を整備予定 
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教育施設課 

 

２ 桃井小学校校舎ほか改築工事の概要について 

 

１ 基本方針 

(1) 桃井、中央両小学校の良き伝統を引き継ぐとともに、これからの時代の新しい

教育を見据えた高機能で多機能な施設とします。 

(2) 児童の個性をのばす施設とします。 

(3) 環境やエコロジー（省エネ）に配慮した施設整備をします。 

(4) 児童の活動の場としての快適で落ち着きのある施設とします。 

(5) 安全に配慮した施設とします。 

(6) 家庭や地域を結ぶ地域コミュニティの拠点となる施設とします。 

 

２ 敷地・工事概要 

(1) 敷地面積：１５，５３１㎡ 

(2) ①鉄筋コンクリート造３階建 延べ面積９，６３３㎡ 

小学校（８，７２９㎡） 

   所要室：普通教室（１８）、特別教室（６）、職員室、校長室、 

保健室、放送室、図書室、ホール、トイレ、階段、 

エレベーター、通級指導教室ほか 

    

      コミュニティセンター 

 （専用部分８０２㎡、共有部分５１４㎡、計１，３１６㎡ 

所要室：多目的ホール、和室ほか） 

消防分団（１０２㎡） 

②木造平家建 延べ面積１９８㎡ 

放課後児童クラブ（心身障害児集団活動・訓練事業含む。） 

 

３ 施設等の特徴 

(1) 各施設の配置について 

ア 新校舎はグラウンドに面するよう学校用地の北側に配置し、体育館は緊急時

の避難所としての用途もあるため、既存耐震性貯水槽がある東側に配置します 

イ コミュニティセンターは、地域の人たちと子供たちが交流できるよう相互の

セキュリティーに配慮しつつ、北東側に配置します。 

ウ 放課後児童クラブは、児童と園児が共に交流ができるよう考慮し、校舎と保

育所予定地の間に配置とします。 

エ 消防分団は、校舎と一体となるよう配慮し、かつ、児童の消防車両出動時の

安全面に考慮するとともに、消防活動を身近に感じ学習できるよう校舎の北東

角に配置します。あわせて、ホース乾燥棟も北東角に設けます。 
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(2) 環境への配慮について 

普通教室を南側に設け、採光と通風に配慮した計画とします。また、屋上に太

陽光発電装置を設置し、環境への学習効果を高めます。 

(3) 駐車場について 

学校、コミュニティセンター、通級指導教室及び消防団の使用する駐車場につ

いては、約８５台の駐車を想定し、校舎１階に駐車場を設けるほか、教職員は、

昼間の出入りが少ないため、西側道路からのアクセスを検討し、西側中央にも配

置します。 

(4) 内装について 

   児童が直接手を触れる廊下の壁などに、やわらかく温かみがあり調湿効果があ 

る木材を使用します。 

 

４ 事業経緯、今後の計画等 

  平成２７年度    基本・実施設計 

  平成２８、２９年度 既設校舎解体後、新校舎建設工事 

（平成２８年９月着工、平成２９年１２月完成予定   

         工事期間中は旧中央小学校を利用） 

  平成２９年度    外構整備 

  平成３０年度    新校舎で授業開始 
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                              教育施設課 

 

３ 下川淵小学校校舎大規模改造工事（第一期）の概要について 

 

１ 基本方針 

経年により劣化した内外装の改修、老朽化した設備機器、サッシの取替えなどの 

工事を実施し、教育環境の改善と施設の長寿命化を図ります。 

 

２ 工事概要 

校舎改造：既存鉄筋コンクリート造３階建 南校舎（管理教室棟・普通教室棟） 

改修部分延べ面積２，１３６.００㎡ 

内外装改修、設備機器、サッシ取替工事など 

･１階所要室：普通教室(４)、特学教室（２）、昇降口、廊下 

･２階所要室：普通教室(３)、少人数教室、職員室、校長室、廊下 

･３階所要室：普通教室(４)、資料室、廊下 

 

 

３ 事業経緯、今後の計画等 

平成２６年度 実施設計 

平成２８年度 大規模改造工事（第一期）南校舎施工 

平成２９年度 大規模改造工事（第二期）北校舎施工（予定） 

平成３０年度 大規模改造工事（第三期）西校舎施工（予定） 
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                              教育施設課 

 

４ 芳賀小学校校舎大規模改造工事（第一期）の概要について 

 

１ 基本方針 

経年により劣化した内外装の改修、老朽化した設備機器、サッシの取替えなどの 

工事を実施し、教育環境の改善と施設の長寿命化を図ります。 

 

２ 工事概要 

校舎改造：既存鉄筋コンクリート造３階建 南校舎（管理教室棟・普通教室棟） 

改修部分延べ面積２，３１５.００㎡ 

内外装改修、設備機器、サッシ取替工事など 

･１階所要室：普通教室（５）、保健室、昇降口、廊下 

･２階所要室：普通教室（４）、職員室、校長室、廊下 

･３階所要室：普通教室（６）、放送室、廊下 

 

 

３ 事業経緯、今後の計画等 

平成２６年度 実施設計 

平成２８年度 大規模改造工事（第一期）南校舎施工 

平成２９年度 大規模改造工事（第二期）西校舎施工（予定） 

平成３０年度 大規模改造工事（第三期）北校舎施工（予定） 
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審議会等の会議の開催結果について  
会 議 名 平成２７年度第４回前橋市社会教育委員会議 

日     時 平成２８年３月４日（金）午前１０：００～１２：００   

場     所 中央公民館 ５０５学習室 
 
出 席 者 

 
（委員：１０名） 
今野議長、大森委員、森谷委員、石川委員、清水委員、小林正明委員、 
辻委員、猪熊委員、頼富委員、小林妙惠委員 

（事務局：１１名） 
  佐藤教育長、関谷教育次長、塩崎指導担当次長、小島総務課長、 
山口青少年課長、石倉生涯学習課長 他６名 
  

議    題 
  
(1) 協 議 

① 時代の要請に応えるコミュニティセンターの在り方 

② その他 

(2) 連 絡 

今後の予定について 

 
結果概要 

 
 

 
主な意見等 

 
 １ コミュニティセンターの運営について 
○多くのコミュニティセンターは、市の他の施設に併設されてい

る。（第二：保健センター、第三：総合教育プラザ、第四：総合

福祉会館）各コミュニティセンターが、併設した施設と連携し

た事業を積極的に展開することにより、特色ある社会教育事業

が展開できると考える。 
○コミュニティセンターの運営については、事務局による戦略的

なコーディネートが必要である。事務局の社会教育主事による

定期的な巡回等も検討してほしい。 
２ （仮称）第一コミュニティセンターについて 
○（仮称）第一コミュニティセンターの運営については、生涯学

習課、中央公民館、桃井小学校等が、有機的に連携することが

重要である。 
○桃井小学校と併設していることを生かした特色を出すととも

に、時代にマッチした施設にする工夫が必要である。 
○コミュニティ・スクールについては、国内外問わず様々な運営

がなされてきたが、地域に根ざした「前橋市版」のコミュニテ

ィ・スクールをつくり上げてほしい。 

「時代の要請に応えるコミュニティセンターの在り方」をテーマに、

具体的に協議を進めた。特に、平成３０年度にオープン予定の桃井

小学校に併設する（仮称）第一コミュニティセンターの管理・運営、

地域との連携方法等について重点的に協議をした。 
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前橋市立図書館雑誌スポンサー制度の審査結果について 

 

                                図書館  

 

前橋市立図書館では、平成２８年４月からの雑誌スポンサーを決定いたしまし

た。 

 

  １．申込期間 

平成２８年２月１日から３月３１日まで 

 ２．スポンサー期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

  ３．申込件数   ７件  雑誌タイトル １６誌 

     （内訳：法人その他の団体 ５件  個人 ２件） 

  ４．承認件数   ７件  雑誌タイトル １６誌 

     （内訳：法人その他の団体 ５件  個人 ２件） 

  

 スポンサー名 提供雑誌 広告掲出 ＨＰ名称公表 

１ レストランホテル 

音羽倶楽部 様 

オレンジページ 

男の隠れ家 

旅の手帖 

有 

有 

有 

有 

有 

有 

２ 株式会社カクイチ 

前橋営業所 様 

一個人 有 有 

３ 市川建設株式会社 様 住まいの設計 

Casa BRUTUS 

有 

有 

有 

有 

４ 図書館利用者 様 月刊 陸上競技 

ランナーズ 

サイクルスポーツ 

  

５ 図書館利用者 様 アルバトロス・ビュー 

STORY 

  

６ 株式会社 春木堂 様 おとなの週末 

日経おとなの OFF 

日経 TRENDY 

有 

有 

有 

有 

有 

有 

７ 高橋機工有限会社 様 ESSE 

CHANTO 

 有 

有 
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前橋市立図書館開館１００周年記念「まえばし図書館フェスタ」 

                                       図書館  

 

１ 趣 旨  大正５年の創設以降、前橋市立図書館が平成２８年に開館１００周年を迎える。

それを記念し、市民の読書意欲の高揚及び図書館の更なる利用促進を図ることを

目的に開催する。 

 

２ 主な行事 

（１）記念講演会 

（ア）日 時 平成２８年９月２２日（木・祝）午後２時～午後４時 

会 場 前橋市中央公民館 ホール 

演 題 「図書館の本から夢が始まった」 

講 師 小原 玲 氏（動物写真家、群馬県立前橋高等学校出身） 

その他 会場内にて、講師小原氏の写真パネル展示を行う。 

（イ）日 時 平成２８年１１月５日（土）午後１時３０分～３時３０分 

会 場 前橋市立図書館 地下講堂 

演 題 「松平家記録」から読み解く武士たちの実相 

講 師 駒形 義夫 氏（前橋市立図書館松平家記録<県重要文化財>解読・ 

 監修、元前橋市立城東小学校校長） 

（ウ）日 時 平成２８年１１月２０日（日）午後１時３０分～午後３時３０分 

会 場 前橋市立図書館 地下講堂 

演 題 前橋城絵図からわかること 

講 師 前橋市文化財保護課 課長 小島 純一 氏 

（エ）日 時 平成２９年２月１１日（土・祝） 

会 場 前橋市立図書館地下講堂 

演 題 「前橋の旧町名～地名からみた郷土前橋の歴史～」 

講 師 「旧町名への旅」著者 倉地 啓仁 氏 

内 容 旧地名から前橋の歴史について読み解く(案) 

（２）おはなしの会 

日 時 ① 平成２８年 ５月２２日（日）午前１０時３０分～１１時３０分 

② 平成２８年 ７月２４日（日）午前１０時３０分～１１時３０分 

③ 平成２８年１１月２７日（日）午前１０時３０分～１１時３０分 

会 場 前橋市立図書館 地下講堂 

講 師 前橋市読み聞かせグループ連絡協議会、萠えぎの会 

内 容 絵本の読み聞かせ、人形劇、手遊び等 

その他 「ころとん」との写真撮影を行う。 
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（３）図書館ミニシアター 

日 時 ① 平成２８年６月１日（水）～６月 ３日（金）午前１０時～１２時頃まで 

② 平成２９年３月８日（水）～３月１０日（金）午前１０時～１２時頃まで 

会 場 前橋市立図書館 ３階視聴覚室 

（４）記念品 

①「しおり」 前橋市立図書館、前橋市立図書館分館、前橋こども図書館で配布 

②「ブックカバー、読書通帳」 前橋市立図書館ＨＰにて掲載 

（５）主な展示 
（ア）貴重コレクション展①「司修装丁画コレクション展」 

期 間 平成２８年５月３日（火・祝）～７月３日（日） 
場 所 ２階展示室 
内 容 司修装丁画 

（イ）小原玲記念講演会プレ展示「小原玲写真展」 
期 間 平成２８年７月２０日（水）～９月１１日（日）、９月２２日（木・祝） 
内 容 小原玲写真パネル展 
※９月２２日については場所を前橋市中央公民館ホールへ移動して展示する。 

（ウ）貴重コレクション展②「酒井家と松平家」 
期 間 平成２８年１０月４日（火）～１２月２８日（水） 
内 容 松平家記録、酒井家史料、祇園祭礼絵巻、前橋城図等前橋藩関係資料 

（エ）１００周年感謝祭「１００周年の○○」 
期 間 平成２９年１月１７日（火）～３月２０日（月） 
内 容 １００周年のイベント風景の写真展示 

 
３ 周知方法 

広報まえばし、前橋市立図書館だより、図書館ＨＰ、前橋市ホームページ、フェイスブック等

でも掲載予定。 
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「たいせつなあなたのためのブックキャンペーン（自殺予防啓発キャンペーン）」 

の結果報告について 

 

                                図書館  

 

 

１ 趣旨 

自殺者数が増加傾向にある３月の自殺対策強化月間に合わせて、その原因や動

機となっている健康、生活、経済、家庭、職場や学校での人間関係の問題等を中

心に、健康増進課と連携して「たいせつなあなたのためのブックキャンペーン」

と称した自殺予防キャンペーンを実施し、多くの方がいつでも身近で起こりうる

問題として考える一つのきっかけとなるよう、所蔵資料等を提供するもの。 

 

２ 期間 

平成２８年３月１日（火）～平成２８年３月２１日（月） 

 

３ 場所 図書館１階（東玄関正面） 

 

４ 内容 

（１）自殺予防関連資料の展示及び貸出 

展示冊数   ２００冊 

総貸出し数  １８４冊 

（２）自殺防止に関するポスターの展示 

（３）うつ病のチェックリスト掲示、リーフレットの配布 

 

（展示状況） 
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